
２　県税事務所別納税義務者数
（単位：人）

239,345    318,382    140,750    549,847    288,928    1,537,252  

12,065      9,237        6,098        22,010      14,015      63,425      

営 業 所 数 455          24            34            236          100          849          

特 徴 者 数 111          4             25            96            68            304          

251,865    327,643    146,882    572,093    303,043    1,601,526  

第 １ 種 3,170        3,527        1,425        5,788        3,530        17,440      

第 ２ 種 7             3             4             5             -             19            

第 ３ 種 781          632          265          1,414        656          3,748        

小 計 3,958        4,162        1,694        7,207        4,186        21,207      

5,347        3,755        2,775        9,626        6,027        27,530      

9,305        7,917        4,469        16,833      10,213      48,737      

原 始 653          737          469          1,646        987          4,492        

承 継 1,436        1,853        1,192        3,413        1,927        9,821        

小 計 2,089        2,590        1,661        5,059        2,914        14,313      

4,128        5,272        2,846        7,213        5,208        24,667      

6,217        7,862        4,507        12,272      8,122        38,980      

-             -             -             -             -             -             

24            22            14            39            15            114          

180          21            8             17            20            246          

-             -             -             -             -             -             

19,042      - - 23,363      -             42,405      

295,393    232,918    137,148    494,915    272,587    1,432,961  

314,435    232,918    137,148    518,278    272,587    1,475,366  

6             54            -             3             1             64            

-             -             -             -             -             -             

5             35            17            6             6             69            

59            85            67            59            25            295          

83            65            18            72            41            279          

134          170          128          208          181          821          

27            14            2             26            8             77            

866          147          15            276          65            1,369        

1,174        516          247          647          326          2,910        

-             -             -             -             -             -             

583,206    576,953    293,275    1,120,182  594,327    3,167,943  

（注）　１  納税義務者の住所又は事務所もしくは事業所の所在地を管轄する県税事務所別に記載。

　　　　２  利子割、ゴルフ場利用税、軽油引取税については、令和5年2月末現在における施設数、場所数、

　　　　　　及び営業所数

( 旧 法 ） 自 動 車 取 得 税

計

種 別 割

2,700 円　　

狩 猟 税

事 業 税

軽 油 引 取 税

16,500 円　　

固 定 資 産 税

合 計

計

鉱 区 税

4,100 円　　

11,000 円　　

　　　　　　　　　　　　管轄県税事務所

 税目

個人(均等割及び所得割)

法 人

計

個 人

自動車税

自 動 車 税

環 境 性 能 割

　5,500 円　　

8,200 円　　

県 た ば こ 税 ( 手 持 ち 品 課 税 )

ゴ ル フ 場 利 用 税

合 計

家 屋

土 地

不 動 産
取 得 税

水 戸

計

常 陸 太 田

県 民 税

計

利 子 割

法 人

筑 西行 方 土 浦


